
はじめに

畜産経営において、経営の維持安定を図る

ための経営改善や６次産業化など経営のス

テップアップを目指す場合、経営技術にかか

る指導はもとより資金面におけるマネージメ

ントをいかに適切に行うかが極めて重要です。

このため、このような経営改善や経営のス

テップアップなど必要とされる資金の適切な

利用に際し、その資金の特徴点や利用上の留

意事項を知っておくことが必要です。

多様な資金調達方法

畜産経営は、規模拡大や経営のステップ

アップのための設備投資、素牛など家畜の購

入費、日々の飼料代や衛生管理等費用などに

加え、畜産環境対策上必要な家畜排せつ物処

理施設の導入など多額の資金が必要です。

これらを賄うために自己資金だけで足りる

のであれば特に問題はありませんが、そのよ

うな経営は皆無に等しいと考えられますし、

また、経営展開上ある程度の内部留保を保有

しておくことが必要な場合もあります。

従って、総じて必要資金の大部分を外部に

依存することとなり、その場合の資金調達の

方法としては借入金が一般的ですが、借入金

以外の資金調達方法も多様化していますの

で、その時々の状況に応じてそれらの中から
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効率的なものの選択について検討することも

大事です。

なお、借り入れの形式でも証書借り入れ、

手形借り入れ、当座貸越、また経営によって

は手形割引という方法もあります。他の資金

調達方法を例示すると、①株式発行等増資：

安定性・健全性からみれば優れた方法であ

る、②証券発行（公募債、私募債）：資本市

場からの直接調達方法の１つである、③各種

経営発展支援のために設けられたファンドの

活用：ある一定の目的のため出資や投資信託

などにより集められた資金（ファンド）の活

用、④取引上の信用売買…買掛決済：餌代等

購入時の都度代金を決済せず、一定期間（支

払サイト）経過後に行うもの、⑤生産施設・

機器のリース：生産施設・機器の導入につい

て、リース料という費用で一定期間対応する

もの、⑥預託事業：ある意味畜産特有の制度

であり、畜産農家に代わってJA等が（資金を

調達して）牛等を導入し譲渡担保・所有権留

保という形で畜産農家に提供（預託）するも

の、等々ありますが、それぞれに適切な活用

ケースやメリット・デメリットもあります。

これらの資金調達方法については別の機会に

譲ることとして本稿においては、主として制

度資金の借り入れについて説明します。

資金借入時のコーディネーター

資金の借入れに際して重要なことは、借入

計画が先にありきではなく、まずきちんとし

た経営改善や経営のステップアップにかかる

計画の樹立が基本となります。その際、その

畜産経営のことをある程度把握している指

導・支援者がアドバイスすることで、より計

画内容がしっかりしたものとなります。

すなわち、その者の経営技術力および経営

実績等を把握した上で、本人の意欲も含め資

金投入をしてまで実施しようとしている計画

内容に無理がなく妥当なものであるかどうか

の判断が必要であるからです。

次に、その計画を達成する上で必要な資金

を、いくら、誰から、どんな方法で借り入れ

るかですが、資金計画を作成し金融機関、保

証機関との検討の場をコーディネートし、資

金借入希望者をサポートする支援者の存在が

ここでも重要です。当然のこととして計画の

中に借入希望者の独断と独善が入り込まない

ようにチェックすることはもちろんですが、

一方で、金融機関の担当者は傾向的には貸出

金にかかるリスク回避＝債権保全に対して軸

足を置きがちで、相談相手が金融機関のみだ

と計画内容や借入条件が金融機関側に片寄り

がちになることもあります。

加えて、日本政策金融公庫（農林水産事業

本部）から融資される資金（以下、農林公庫

資金）であるスーパーＬ資金や経営体育成強

化資金、スーパーＳ資金等を借り入れる際に

経営改善資金計画の認定を行う特別融資制度

推進会議の開催など関係機関間の調整や働き

かけなどの支援が必要となってきます。

主要制度資金の活用について

畜産経営に対する主要制度資金については

別表の通りです。これら資金がその資金目的
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に即しより効果的に活用されるよう、資金利

用上、資金の特徴点や資金相互間の留意点等

について以下に述べることとします。なお、

資金の借入れを希望する者へのアドバイスに

際しては表に掲げる各資金の貸付条件等につ

いてもさらにその詳細について理解しておく

必要があります。

○前向き資金…トータル的な資金利用がベ

ター

・資金の対象（種目）は設備資金と運転資金

に分けられますが、特に農林公資金において

は同一資金の中において各種の資金用途が総

合的にメニュー化されており、それを一体的

に活用することが事業を進めていく上でも効

率的です（農業改良資金、スーパーＬ資金、

経営体育成強化資金）。なお、農業近代化資

金についても設備・機械資金と家畜導入育成

資金のセット利用が可能となっています。

・農業改良資金が農林公庫から融資されるこ

とになったこともあり、借入目的に即して第

一義的には農林公庫において適切な資金利用

について選択することが可能となっています

（農業改良資金、スーパーＬ資金、畜産経営

環境調和資金）。

・いわゆるABLの手法を使って運転資金を調

達する際の利用可能な制度資金としてスー

パーＬ資金（証書、手形貸付）やスーパーＳ

資金（証書、手形貸付、当座貸越）も検討の

対象となります。

○それぞれの資金によって活用の視点が異なる

・農業改良資金は、農業経営においては生

産・加工・販売にかかる新部門の開始や新た

な取り組みを支援するための無利子資金で、

さらに、農業者等の６次産業化や農商工等連

携の取り組みに関わる中小企業者も対象と

なっています。

・スーパーＬ資金は前向き投資について総合

的に対応可能な資金ですが、その際に既往負

債の償還負担を併せて行うことで前向き投資

が効果的に行われる場合には負債の借換えも

対象とします。ただし、制度資金の借換えは

対象とはなりません。

・これに対して、経営体育成強化資金は既往

負債の償還負担軽減について検討する場合に

適していますが、経営再建に必要な範囲内で

前向き投資の利用も可能です。また、制度資

金の借換えは経営改善計画期間中の５年間

（特認１０年間）の各年の支払額の範囲内で対

象となります。

・農業近代化資金にかかる利子補給は、県に

税源移譲されているため県により運営内容に

差があることに注意が必要です。

○無利子要件等

・農業改良資金は、認定農業者、認定就農者、

主業農業者等で、農業改良措置に関する計画

について知事から認定を受けた者が対象です。

・スーパーＬ資金は、平成２４年度からは「地

域農業マスタープラン」に地域の中心経営体

として位置づけられた認定農業者が借り入れ

るものについて、㈶農林水産長期金融協会の

利子助成により当初５年間実質無利子となり

ます。なお負債整理、補助残融資部分、円滑

化貸付制度（無担保・無保証人）は無利子対

象ではありません。
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・農業近代化資金については、平成２４年度か

らは無利子措置が講じられていません。

・農林公庫の畜産経営環境調和資金は、処理

高度化施設整備計画について知事の認定を受

けた畜産業者が借り入れるものについては当

初５年間実質無利子となります。

○セーフティネット資金

・基本的には通常の経営展開過程では利用の

必要のないもので、家畜伝染病の発生や予測

し得なかった経済的な変動などの局面におけ

る資金繰りのための資金です。従って、局面

打開までの間の必要最小限の額に止めるべき

もので、畜産経営において日々必要な、いわ

ゆる経常運転資金については別途安定的な方

途を講じるべきです。

・家畜疾病経営維持資金については、家畜伝

染病の発生とそれが畜産経営に及ぼす影響の

態様の違いによって３種類の資金が用意され

ています。

家畜伝染病の発生の際は、家畜伝染病予防

法に基づいて交付される手当金や互助基金か

らの交付金、家畜共済からの共済金等が支払

われることとなりますが、資金を借り入れて

いる場合はまずそれらを返済に充てるよう心

がけることがその後の経営展開を楽にさせる

こととなります。

○負債整理資金

負債整理にかかる経営改善計画を作成する

場合は、取扱金融機関に加え、借り換えの対

象とする原債務の貸付金融機関も検討に加わ

ることが必須です。また、資金借入希望者の

経営実績等およびその経営技術力や負債の償

還が困難になった要因を把握している者が不

可欠です。特に、JAが関わる場合は、金融部

署の担当者だけでなく、経済事業部署、営農

指導部署の担当者など組織が一体となった対

応が大切です。

併せて、取扱金融機関の債権保全や借り換

えの対象となる資金にかかる保証の問題も絡

むことが予想されることから農業信用基金協

会の早い段階での参加がベターです。

・経営体育成強化資金の利用は、制度資金に

係る既往負債の借換えも一定程度対象で、経

営再建に必要な範囲内で前向き投資の利用も

可能であることから、ある種完結型の負債整

理資金制度です。もちろん、農業信用基金協

会保証などの機関保証を前提とするものでも

ありません。

・農業経営負担軽減支援資金は、残高一括借

換えが基本ですが、制度資金が実質借換えの

対象とならないこと、償還期限が比較的短い

こと（一般１０年、特認１５年）等から、畜産経営

において利用を検討する場合は、そのマッチ

ングに留意する必要があります。

〔大家畜（養豚）特別支援資金〕
特別支援資金については、対策期間が平成

２０年度から２４年度までとなっており、原則、

償還が困難な毎年の約定償還金の借り換え

（平成２４年度は借換対象資金の残高借り換え

も可能としている）を行う「経営改善資金」

と後継者への円滑な経営継承を行うのに必要

な借り換え対象資金の残高借り換えを行う

「経営継承資金」が資金の内容です。

平成２４年度の「経営改善資金」における残
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資金用途 資金名 主要資金メニュー 融資機関
貸付条件

資金のポイント 留意事項貸付利率
(％)

償還期限
(年)

うち据置
期間(年)

前
向
き
資
金

新
　
　
　
　
規

チ

レ
ン
ジ
等

　農業改良資金 ・施設、機械、家畜の購入費 ・農林公庫 0 10 3 ・農業経営における生産・加工・販売の
　新部門の開始、品質・収量の向上やコ
　スト・労働力の削減等新たな取組を対
　象
・中小企業者による総合化事業計画（6
　次産業化法）、農商工等連携事業計画
　に基づく取組を支援

・農地の利用権の取得等 　※日本政策金融公
　庫・農林水産事業
　本部、以下同

・品種改良、需要開拓経費
・改良措置に要する経営費

施
設
等
長
期
資
金

　スーパーＬ資金 ・農地等の取得・改良等 ・農林公庫 1.30 25 10 ・平成23年度に認定農業者が借り入れる
　資金については、貸付当初5年間は実
　質無利子
・設備投資に際して重荷になる既往負債
　の軽減を一体的に行える

・平成24年度は「地域農業マスタ
　ープラン」に地域の中心経営体
　として位置づけられた選定農業
　者が対象
・負債整理、補助残、円滑化貸付
　制度（無担保・無保証人）の場
　合は無利子対象とならない

(農業経営基盤強化資金) ・施設、機械、家畜の購入育
　成費
・経営の安定化（負債の整理）
・規模拡大等に要する経営費

　畜産経営環境調和
　推進資金

・畜舎、堆肥舎、農機具等の
　改良、取得等

・農林公庫 1.30 20 3 ・処理高度化施設整備計画について、知
　事の認定を受けた畜産業者
・貸付当初から5年間利子助成を行い実
　質無利子

・施設・機械の賃借料等の全
　額一時払い費用

(15)

・家畜排せつ物の処理法人等
　への参加のための出資金

(15)

　農業近代化資金 ・施設、機械、家畜の購入育
　成費

・農協等民間
　金融機関

1.30 15 認定　7 ・平成23年度に認定農業者が借り入れ
　る資金については、貸付当初5年間は
　実質無利子

・平成24年度においては、無利子
　措置無し

・小土地改良 以外　3
・規模拡大等に要する経営費

運
転
資
金

　スーパーＳ資金 ・肉用素畜等の購入費 ・農協等民間
　金融機関

1.50 計画期間内、1年更新 ・認定農業者又は六次産業化法認定者が
　対象
・極度借入方式の当座貸越又は手形貸付
　が一般的

・利用期間は、1計画期間8年程度
・貸付限度額
　個人…2,000万円、法人…8,000万円
　(六次産業化法認定者はこの2倍)

(農業経営改善促進資金) ・飼料代・雇用労賃等
・地代、機械等のリース代等

セーフティ
ネット⇒

資金繰り
資金

　セーフティネット
　資金（農業） ・不慮の災害や社会的・経済

　的な環境変化などで売上げ
　が減少し、資金繰りに支障
　を来している者に対する資
　材費、労務費等の長期運転
　資金

・農林公庫 0.85 10 3 ・認定農業者、農場主業者等で次のよう
　な要件を満たす者が対象
（要件）
・台風、地震等の被害を受けた者
・家畜疾病の発生により経済的影響を受
　けた者
・社会的又は経済的な環境の変化により
　経営状況が一定程度悪化した者

・貸付限度額
　600万円
　(特認…年間経営費等の3/12)

　家畜疾病経営維持
　資金

・経営再開資金 ・農協等民間
　金融機関

1.275 5 2 ・家畜伝染病等の発生に伴い家畜の殺処
　分を受けた者の経営の再開に必要な経
　営資金

・貸付限度額
　個人…2,000万円、法人…8,000万円
※口蹄疫の場合は頭当たりの特認設定

　(対象家畜伝染病)
　・ＴＳＥ　・鳥インフルエンザ
　・豚コレラ　・口蹄疫

・経営継続資金 1.275 3 1 ・家畜伝染病等の発生に伴い家畜等の移
　動制限等により経営維持が困難となっ
　た者の経営資金

・貸付限度額
　1頭・100羽当たりの限度額設定

　(対象家畜伝染病)
　・経営再開資金と同じ

・経営維持資金 1.30 3 1 ・家畜伝染病等の発生に伴い風評等によ
　り深刻な経済的影響を受けた者の経営
　資金

・貸付限度額
　1頭・100羽当たりの限度額設定

　(対象家畜伝染病)
　・鳥インフルエンザ

既
往
負
債
の
借
換

前
向
き
投
資
も
必
要
な

負
債
整
理

　経営体育成強化
　資金

・再建整備 ・農林公庫 1.30 25 3 ・制度資金の負債の整理が必要で、前向
　き投資も必要な場合に一体的な対応が
　可能

・負債整理部分の貸付限度額
　制度資金以外の負債整理 (再建整備)

　個人…1,000万円(特認1,750万円等)
　法人…4,000万円・償還円滑化

　経営改善計画期間中の既往借入
　制度資金等の5年間(特認10年
　間)分の支払金の借換

(償還円滑化)
　対象借換支払金の合計額

・前向き投資
　農地等の取得・改良等、施設
　機械の造成・取得、家畜の購
　入育成費

負
債
整
理

　農業経営負担軽減
　支援資金

・営農負債の借換 ・農協等民間
　金融機関

1.30 10(特認15) 3 ・営農負債の残高が借換対象 ・制度資金については、貸付利率が
　5％を超えるものが対象・全ての営農部門を対象

　大家畜特別支援
　資金

・経営改善資金 ・農協等民間
　金融機関

1.30  一般・大 15 3 ・対策期間は、Ｈ20～24年度 ・残高借換の対象者は、継続的な経
　営改善指導の対象者　大家畜・養豚経営によって

　生じた負債の約定償還額の
　借換

　 　・豚  7
 特認・大 25 5 ・経営改善資金については、原則、年約

　定償還額の借換(ローリング)を対象。
　但し、Ｈ24年度においては、残高一括
　借換も対象

　養豚特別支援資金 　 　・豚 15

・経営継承資金  大家畜・ 25 5
　親等が後継者に経営を継承
　する場合、既往負債の必要
　額を一括して借換

 養豚　・ 15 5

高借換えは、これまでは原則、前年度までに

経営改善資金を借り受けており、１年以上に

わたって畜特資金に係る経営改善指導を受け

ている者を対象としてきており、平成２４年度

における対応方針を踏まえて利用の検討を行

う必要があります。

畜産特別資金の農業信用基金協会保証への

依存率は８０％を超えていることから、借換対

象の借入金にかかる当該保証条件を踏まえて

の措置となるよう関係者のコンセンサス形成

が重要となります。

おわりに

本稿は、道府県畜産協会における経営のコ

ンサルテーションに携わる者等が、畜産農家

が資金の借り入れを計画する場合、ひいては

既往負債の借り換えを検討する際にアドバイ

スしつつ、関係機関との調整を図り、当該経

営改善を実効あるものとするために尽力して

いただく上で必要と考えられる視点の一端を

述べたものです。

（筆者：㈳中央畜産会事業第二統括部（資金・経営対策）部長）

（表）畜産経営に対する資金用途別主要制度資金の概要（貸付利率は、2月20日以降も据置となっている）
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はじめに

千葉県の畜産産出額は、全国第６位で、首

都圏を中心とした畜産物の供給基地の役割を

担っています。平成２１年の畜産産出額は農業

産出額の約２５％を占めており、野菜に次ぐ基

幹作目となっています。社団法人千葉県畜産

協会（以下、「当協会」という）は、千葉の

畜産ブランドとして４５銘柄を選定して、消費

者へ多彩な味を推奨しています。

家畜衛生の概要および背景

当協会では、県や家畜保健衛生所（以下

「家保」という）、市町村、指定獣医師（共済

連、開業獣医師１３０人）等の指導・協力を得

て、主に家畜伝染病の予防措置に関する各種

事業を実施しています。

さらに、最近は食品の安全に対する県民の

関心の高まり、口蹄疫、鳥インフルエンザの

発生等により、基本的な飼養衛生管理の重要

性が指摘されています。社団法人中央畜産会

（以下「中畜」という）は、「健康な家畜・家

きんの飼育と、安全・安心な畜産食品の生産」

を目的として、農水省が公表した「畜産農場

における飼養衛生管理向上の取組認証基準

（農場HACCP認証基準）平成２１年８月」の普及

を図るため、平成２３年３月から、「農場HACCP

推進農場および認証農場」の指定および認証

への取り組みを促進しています。

そこで、当協会は今年度から家畜衛生関係

の新しい取り組みとして、ワクチン接種業務

中心から、中畜が実施している農場HACCP推

進農場指定（以下「推進農場」という）また

は認証の取り組みを開始する県内の畜産農家

等に対して、農場HACCP推進指導員（以下「指

導員」という）を派遣して、申請にかかる助

言・支援を実施する事業を開始することとし

ました。

千葉県農場HACCP推進指導事業

本事業概要、農場HACCP認証の仕組みおよ

び本事業とのつながりは、表１、図１の通り

です。実施に当たっては、一部業務（推進指

導員の派遣等）をNPO法人いきいき畜産ちば

サポートセンター（以下「NPO畜産ちば」と

いう）に委託しています。「NPO畜産ちば」は、

会員の中で農場HACCPの取り組みを希望する

人を、中畜の主催する指導員・審査員養成研

修等へ派遣して専門職の育成を図っていま

す。指導員、NPO畜産ちばが分担する業務お

農場HACCP認証農場の普及・推進に向けた取り組み
―推進農場の指定に向けたサポート活動―

㈳千葉県畜産協会 薫田 耕平

畜畜産産会会のの支支援援活活動動
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▲

▲
▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

よび待遇等については、関係機関等と協議し、

以下の内容に基づき推進することとしまし

た。

⑴ 指導員について

①本年度の農場HACCP指導員は中畜の実施す

る研修会および審査員研修会を修了（予定）

した家保や家畜診療所OB、開業獣医師等の５

人である。

②指導員の謝金は県の獣医師雇上金と同額と

し、旅費は別途当協会旅費規程に準ずる。ま

た、万一の事故に対処するためNPO畜産ちば

は指導員全員の傷害保険に一括加入する。

⑵ 農場HACCPに関するアンケート調査等の

実施について

推進農場は県域関係団体が推薦する農家を

対象にアンケート調査を実施して募る。また、

別途に市町村家畜防疫会等へ本事業を希望す

る農場の推薦を依頼する。

⑶ 農場対応・農家負担等について

農場へ入る指導員は当面県内指導の統一を

図るため複数で対応す

る。農家の負担金は、

別途、通信運搬費等の

事務費として８０００円を

徴収する。また、当協

会は推進農場指定後の

更新・指導についても

継続して実施すること

とし、改善・維持され

ているかのチェックと

して年間２回程度（技

術指導料３万円）、農

家の要望に基づき指導

員を派遣することとし

ています。

（図１）農場HACCP認証の仕組みおよび千葉県農場HACCP推進指導事業概念図

千葉県農場HACCP推進指導事業（協会単独補助）
⑴事業実施期間および指導農場数
①事業実施期間：平成２３年度～２５年度、②指導予定農
場：１００農場
⑵主な事業内容
①実態調査等の実施：関係団体等を通じての郵送等に
よるアンケート調査
また、市町村防疫会等を通じて希望者を募集する。
②農場HACCP推進指導員派遣（専門研修修了者等）
希望者に対し、農場ごとに農場HACCP推進指導員を
派遣し農場ごとに危害要因分析等申請に係る指導・
助言等の支援を実施する。
③研修会、普及啓発・PR活動の実施等
畜産農家等が農場HACCPについて理解を深めるため
のPR活動、農場HACCP推進農場や推進指導員等の技
術向上のための研修会等の実施。

⑶農場HACCP推進農場申請に係る料金
１件：８千円（事務費）、ただし、農場HACCP推進指導
員派遣は無料

（表１）千葉県農場HACCP推進指導事業概要

農場HACCP認証協議会
（構成：民間認証機関、学識経験者等）

役割：
①認証農場の取りまとめ、公表 ②認証体制の検討と推進
③認証手続きに係る要領 ④普及・PR
⑤審査員水準の確保・検討 ⑥審査員登録等

審査委員会議
審査員研修・試験
審査員力量向上研修

受講者の派遣
参画

認 証 機 関 （社団法人中央畜産会）

・指定・認証書
・認証マークの
使用許可等

農場HACCP推進農場指定申請
認証の申請

千葉県農場HACCP推進指導事業
（事業主体：千葉県畜産協会、
委託団体：NPO法人いきいき畜産ちばサ
ポートセンター）
⑴千葉県農場HACCP推進会議
指導指針等
⑵実態調査・分析
農場の確保、年度計画等の策定
⑶農場HACCP推進指導員の派遣
⑷・講習会・普及・PR等
⑸その他 HACCP推進に必要な事項

農 場
農場HACCP推進農場の指定・認証の申請
⑴経営者の責任
①衛生管理方針の文書化
②HACCP責任者・チーム員の任命

⑵危害要因分析の準備
①作業工程一覧図の作成

⑶一般的衛生管理水準の確保
①獣医師によるチェックリストの確認
②獣医師による衛生管理指導
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農場HACCPに関するアンケート
調査結果等

県内の関係団体の協力を得て農場HACCPに

関するアンケート調査を実施した結果、酪農

１０３戸、肉牛２５戸、養豚３８戸から回答を得ま

した（図２）。

⑴ 酪農：「農場HACCPに対する関心は」の問

いに、聞いたこともないと、関心がないで

６７％、ある程度関心があるが２９％。「農場HAC

CPの説明を受けた」ことがないが８５％でし

た。今回調査した酪農家の多くが農場HACCP

そのものを知らないため判断しようがないと

の回答が多く、今後は講習会、研修会等で機

会あるごとにHACCPについて説明していく必

要があります。

⑵ 肉牛：「HACCPについて関心は」、大いに

関心を持っている、ある程度関心がある５６％、

聞いたこともない、関心がない４４％。「農場H

ACCPの説明を受けた」ことがないが７６％でし

た。肉牛農家も農場HACCPの説明を受けたこ

とが少なく、関心はあるものの一方で、人出

が足りなくなる等の不安を抱いており、成功

例を示して欲しいとの要望がありました。

⑶ 養豚：「HACCPについて関心は」、ある程

度関心がある、大いに関心を持っていると合

わせると関心があるが８０％を超えました。「農

場HACCPの説明を受けた」が約５０％です。養

豚家は、ある程度農場HACCPについて理解や

関心があり、自分なりに工夫して農場内で取

り組んでいる農家もみられましたが、認証に

ついては、必要経費や手間がかかる等より余

裕がないとの意見が多くみられました。

推進農場の指定・認証の指導員
派遣の希望農場

アンケート調査および市町村防疫会等を通

じて推進農場指定・認証について取り組みた

い、または詳細な説明を受けたいとして、派

遣を希望する農家は２３年度１０件、２４年度１５件、

２５年度１件、年度関係なしに希望３４件、また、

認証を受けてみたいが派遣は希望しないが１６

件でした。

今後の課題

⑴ 申請承認後の指導について

当協会では推進農場の申請にかかる支援等

の指導を実施していますが、指定後に、農家

によってはやりっ放しになり、地域や消費者

から悪臭を放ついい加減な農場となって、推

進農場が逆に悪い評価を受けることが危惧さ

れます。このため、その後の指導として、当

該農場の講習会・研修会への参加案内、更新

指導等の指導員派遣メニューを整備していま

（図２）農場HACCPアンケート結果
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すが、農家負担の少ない講習会の開催、管理

獣医師の定着等、指導体制を整備していく必

要があります。

⑵ 集団指導の依頼

畜産組合から、組合員をまとめて指導はで

きないかとの質問がありました。作業工程は

農場ごとに異なることから集団による指導は

なじまないとしましたが普及推進を図るため

には、今後は集団による指導も整理して検討

していく必要があります。

⑶ 農場HACCP認証を希望する農家への支援

方法および指導体制の確立

現在、推進農場の申請について指導巡回し

ていますが、「農場HACCP認証制度」について

の関心も高くなっています。「認証の取得」

は、推進農場に比べて申請内容が多岐・詳細

にわたっています。大規模農場は、HACCPチー

ムを編成してシステムの整備ができますが、

比較的小規模の農場は人が少ないため、申請

内容の整備に時間がかかります。このため飼

料メーカー、薬品販売業者、県、家保職員等

による指導体制を組むなどして、多角的な見

地から指導する体制を整備して行く必要があ

ります。

⑷ 今後の産業動物獣医師の役割

千葉県獣医師会の中に産業動物を扱う獣医

師がいて当協会指定獣医師と重複していま

す。業務は主に予防注射が中心ですが、今後

は多くの産業動物獣医師が農場HACCP方式を

修得し農家の衛生指導をHACCP方式に変え農

家の信頼を深め、本来の農場管理獣医師等へ

と定着させていく必要があるでしょう。

⑸ 畜産農家を対象とした農場HACCPに関す

るセミナーの開催

前述のように今回のアンケート調査から

も、農場HACCPについて知らない生産者も多

く、本事業の推進には、農場の意識の向上が

欠かせません。そのためにはHACCPの意義を

知ってもらう必要があり、また、知っていて

もなかなか時間を割けない等の事情があるこ

とから、県内でのセミナー等の開催が望まれ

ます。

⑹ NPO畜産ちばとの関係

本事業は業務の一部をNPO畜産ちばに委託

して推進していますが、事業も定着してきた

ので、畜産農家にさらに周知したうえで、指

導員の養成から農家支援・指導、賃金の支払

い、研修会開催等まで一貫した業務として全

面的にNPO畜産ちばが実施していく方向が望

ましいと考えています。

⑺ 推進指導員の養成

現在、本協会に所属する推進指導員は５人

で、畜種別に担当を決め複数で推進していま

すが、それぞれ日常の業務もあり、一部で年

度内を希望している農場の指導が完了するこ

とが困難な状況となっています。

今後は、「認証申請」等の要望もあり、こ

れに答えられる指導員の不足が考えられるこ

とから、指導員の早期の養成や、また、他の

団体と合同で推進していくことも検討する必

要があります。

（筆者：㈳千葉県畜産協会衛生環境部長）



Q.1 どうして牛用飼料について暫定許容値
を見直したのですか。

A.1 原子力発電所の事故後、国や県等は飼
料や食品について放射性セシウムのモニタ
リング調査や、飼料から乳肉への放射性セ
シウムの移行に関する試験を実施するなど
データを収集・蓄積してきました。
今般、厚生労働省が、今年４月を目途に

食品中の放射性セシウムの暫定規制値を見
直すこととして、新しい基準値案を示しま
した。このため、生産される牛乳や牛肉が
食品の新基準値案を超えないようにするた
め、農林水産省は、これまで収集・蓄積し
たデータを活用し、牛用飼料の暫定許容値
を見直すこととしました。
特に牛については、①主たる飼料である

粗飼料（牧草）中の放射性セシウム濃度が
高い地域があること、②ごく一部ではある
が、放射性セシウム濃度が食品の新基準値

案（１００ベクレル／kg）を上回る牛肉が見
つかっており、できるだけ早く放射性セシ
ウム濃度の低い粗飼料を与えることが望ま
しいことから、輸入牧草などこれまでより
低い放射性セシウム濃度の粗飼料に早めに
切り替え、牛乳や牛肉中の放射性セシウム
濃度を下げる必要があります。
このため、食品の新たな基準値が施行さ

れる前に、牛用飼料について新たな暫定許
容値を設定することとしました。

Q.2 牛用飼料以外についてはいつ暫定許容
値を見直すのですか。

A.2 馬、豚、家きんおよび養殖魚について
は、飼養管理が適正な条件下であれば、１００
ベクレル／kgを超えた事例がないことか
ら、これらの家畜等の飼料については、現
在のところ、食品の新たな基準値が施行さ
れても実態上問題を生じる可能性は極めて

家畜用飼料の暫定許容値設定に関するQ＆A
―牛用飼料のセシウム暫定許容値を改訂、１㎏当たり１００ベクレルに―

農林水産省畜水産安全管理課

農林水産省は、２月３日、放射性セシウムを含む牛用飼料の暫定許容値を改訂すると発表
しました。厚生労働省の食品の基準値の見直しの検討をきっかけとして、これまでに蓄積し
たデータを活用して、暫定許容値を改定したものです。改訂後の暫定許容値は１００ベクレル／
kg（粗飼料は水分含有量８割ベース、その他飼料は製品重量）で、これまで（牛、豚、家き
ん等用飼料３００ベクレル／kg）の３分の１になります。豚、家きん等の飼料の暫定許容値に
ついても３月までに改訂されることになっています。
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が２月３日付で更新した「家畜用飼料の暫定許

容値設定に関するQ＆A」を掲載します（一部省略）。

行行政政のの窓窓
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低いと考えられます。
これらの家畜等については、現在、国内

で飼料から畜水産物への放射性セシウムの
移行に関する試験などの知見を収集してい
ることから、得られた結果を踏まえた上で、
食品の新基準値の施行前に早急に暫定許容
値を見直します。

Q.3 今回どのようにして牛用飼料の暫定許
容値を決めたのですか。

A.3 今回見直した牛用飼料の暫定許容値
は、現時点で得られている科学的知見に基
づき、畜産物の新基準値案、１日当たりの
飼料の給与量および移行係数（注１）か
ら、畜産物の新基準値案を守れるように、
以下の式を使って算出しました。

�
�
�
�

畜産物中の放射性セシウム新基準値案（ベクレルkg）
飼料給与量（kg／日）�移行係数（日／kg）

＝飼料中の放射性セシウム暫定許容値（ベクレル／kg）

�
�
�
�

（注１）毎日同じ「量」（ベクレル／kg）の放
射性セシウムを含む飼料を家畜が摂取した
場合に、畜産物中の放射性セシウムの「濃
度」（ベクレル／kg）がどのくらいになる
かを表す係数（日／kg）。

＊畜産物の放射性セシウム新基準値案
乳 ５０ベクレル／kg
肉 １００ベクレル／kg

＊飼料給与量（粗飼料＋濃厚飼料給与の合
計量）
乳牛 ６４kg／日（実重量）
肉牛 ２１kg／日（実重量）

＊移行係数（移行試験から求めた係数の最
大値）
乳 ４．６�１０―３ 日／kg
肉 ３．８�１０―２ 日／kg（注２）

（注２）筋肉への係数の最大値を採用。ただ
し、腎臓は筋肉より移行が大きい場合があ

るので注意が必要。

①乳用牛飼料中に許容される放射性セシウム
濃度
５０ベクレル／kg	（６４kg／日�４．６�１０―３ 日
／kg）＝１７０ベクレル／kg≒１００ベクレル／kg

②肉用牛飼料中に許容される放射性セシウム
濃度
１００ベクレル／kg	（２１kg／日�３．８�１０―２ 日
／kg）＝１２５ベクレル／kg≒１００ベクレル／kg

Q.4 肥育牛に給与する粗飼料について、２
月から３００ベクレル／kgから１００ベクレル／
kgのものに切り替えれば、４月１日からす
ぐに食品の新基準値案を下回りますか。

A.4 これまでは、食品の暫定規制値５００ベ
クレル／kgを上回るような牛肉が生産され
ないように牛用飼料の暫定許容値を３００ベ
クレル／kgとしていました。従って、これ
まで３００ベクレル／kg近くの粗飼料を給与
していた肥育牛では、牛肉中に食品の新基
準値案１００ベクレル／kgを超える放射性セ
シウムが残留している可能性があり、今か
らすぐに１００ベクレル／kgの粗飼料に切り
替えたとしても、４月１日以降しばらくの
間は食品の新基準値を超える可能性があり
ます。
牛肉の新基準値案については、厚生労働

省が１０月１日から適用するとしております
が、できる限り早く牛肉中の放射性セシウ
ム濃度を下げることが望ましいので、この
ような牛については、できる限り放射性セ
シウム濃度の低い粗飼料を与えるよう努め
ることが大事です。

Q.5 飼料の放射性セシウムの暫定許容値と
は何ですか。
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A.5 飼料の放射性セシウムの暫定許容値
は、食品衛生法に基づく暫定規制値（牛用
飼料については食品の新基準値案）を超え
ない乳・肉・卵・水産物を生産するため
に、どのような飼料を給与すれば良いのか
を判断する目安です。この目安は、食品の
暫定規制値（牛用飼料については食品の新
基準値案）、飼料の給与量および移行係数
を活用して算出しました。
このため、仮に飼料が暫定許容値を下

回っていたとしても、水、土壌、大気、野
草等様々なものから家畜が放射性セシウム
を摂取すると、生産される畜産物が食品の
基準値を超える可能性がありますので、注
意が必要です。
なお、このような状況から、飼料の許容

値は暫定的な目安とし、法に基づく基準・
規格とはしていません。

Q.6 暫定許容値が適用される飼料は何ですか。

A.6 暫定許容値は、家畜および養殖魚が摂
取する飼料そのものに適用されます。なお、
配合飼料等の原料でも、単体でそのまま給
与する場合は適用されます。

Q.7 暫定許容値が適用されるのはどのよう
な飼料ですか。

A.7 暫定許容値は、牛、馬、豚（いのしし、
いのぶたを含む）、家きん（にわとり、うず
ら）および養殖魚用の飼料に適用されます。

Q.8 具体的な暫定許容値を教えてください。

A.8 牛用の飼料は１００ベクレル／kg、馬、
豚、家きん等用の飼料は３００ベクレル／kg
です（粗飼料は水分含有量８割ベース、そ
の他飼料は製品重量）。

注：製品重量とは、配合飼料等家畜に給与さ
れる製品段階の重量です。

Q.9 育成牛・繁殖牛・種雄牛用の飼料の暫
定許容値について、何か変更されましたか。

A.9 育成牛・繁殖牛・種雄牛用の飼料につ
いては、生産者が自ら生産する粗飼料、又
は単一もしくは近隣の複数の市町村内で耕
畜連携の取り組みにより生産した粗飼料で
あれば、飼料の暫定許容値（３００ベクレル
／kg）の例外として、許容限度は３０００ベク
レル／kgとしていました。
これらの牛では、そのまま肉用として出

荷すると牛肉の暫定規制値を超える可能性
がありますので、これまで県から注意喚起
や指導が行われていました。
しかしながら、これらの牛がと畜出荷さ

れ、牛肉の暫定規制値を超える事例が見ら
れましたので、これまでのような例外を設
けないこととしました。
このため、育成牛や繁殖牛等の放牧利用

が制限される地域が生じますが、円滑な代
替粗飼料の確保や放牧地の再開に向けた草
地の除染などの各種対策を講じ、飼養管理
が円滑に移行できるようにしています。詳
しくは、県にお問い合わせください。

Q.10 肥育の途中でと畜出荷する場合、暫
定許容値を守れば牛肉の新基準値案を守れ
ますか。

A.10 これまでも新たな暫定許容値１００ベク
レル／kgを下回る粗飼料を給与していたの
であれば、肥育の途中でと畜出荷しても、
牛肉の新基準値案を守れます。
ただし、これまで１００ベクレル／kgを上

回る粗飼料を給与していた牛では、牛肉中
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に食品の新基準値案１００ベクレル／kgを超
える放射性セシウムが残留している可能性
があり、今から直ぐに１００ベクレル／kgを
下回る粗飼料に切り替えたとしても、４月
１日以降暫くの間は食品の新基準値を超え
る可能性があります。
牛肉の新基準値案については、厚生労働

省が１０月１日から適用するとしております
が、できる限り早く牛肉中の放射性セシウ
ム濃度を下げることが望ましいので、この
ような牛については、できる限り放射性セ
シウム濃度の低い粗飼料を与えるよう努め
ることが大事です。

Q.11 乳用廃用牛をと畜出荷する場合、暫
定許容値を守れば、牛肉の新基準値案を守
れますか。

A.11 搾乳牛は肉用出荷を目的として飼養
しておりませんので、これらの牛をその役
割を終えた後にそのまま肉用として出荷す
ると、食品の新基準値案を超える可能性が
あります。
このため、肉用に出荷を予定している場

合には、食品の新基準値案を超えない牛肉
を生産できるよう、搾乳牛の最終分娩後に
放射性セシウム濃度が可能な限り低い粗飼
料を給与するなど計画的な飼養管理を行っ
てください。また、このような牛を出荷す
る場合には、県と十分相談してください。

Q.12 飼料の暫定許容値を守れば、乳・肉・
卵の暫定規制値を守れますか。家畜を飼養
する場合、何に注意すればいいですか。

A.12 暫定許容値は、食品の基準値を超え
ない畜産物を生産するために、どのような
飼料を給与すれば良いのかを判断する目安

として定めています。家畜は水や空気、土
壌（粗飼料に付着する土を含む）、敷料、
野草あるいは屋外に放置された飼料等、
様々なものから放射性セシウムを摂取する
可能性があります。このため、暫定許容値
を超えない飼料や放牧地を利用するのはも
ちろんのこと、水や土等からの放射性セシ
ウムの摂取をできるだけ抑えるように、飼
料の保管、家畜の飲用水や飼育場所等にも
注意してください。

Q.13 めん羊・山羊・鹿を飼養する場合、
何に注意すればいいですか。

A.13 めん羊・山羊・鹿については、牛と
比較して、①放射性物質が飼料から体内に
移行する割合が大きいので、牛と同じ飼料
を与えると、生産される乳や肉が牛の乳や
肉に比べてより高い濃度の放射性セシウム
を含むようになること、②さらに、牛に比
べて、放牧時に牧草の根に近い部分まで採
食するため、土に含まれる放射性物質の影
響を受けやすいことから、牛に給与される
飼料と同じような放射性セシウム濃度の飼
料を給与すると、乳肉中の放射性セシウム
のレベルが高くなり、食品の暫定規制値を
超過する可能性が高くなります。このため、
東北や関東で飼養されているこれらの家畜
については、当面放牧をやめて、輸入飼料
等の放射性セシウム濃度が可能な限り低い
飼料のみを給与してください。（放牧の可
否については県へご相談ください。）
なお、牛等の家畜と同様、飼料のみなら

ず、水や土等からの放射性物質の摂取をで
きるだけ抑えるような飼養管理を行ってく
ださい。
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（参考）放射性セシウムの飼料から畜産物への
移行係数（最大値）

肉 乳
羊 １．３ ０．３２
山羊 １．９ ０．３３
鹿 ２．８（１試験のみ） －

同じ放射性セシウム濃度の飼料を与えた
場合、移行係数の数値が大きい方が、乳や
肉中の放射性セシウムのレベルが高くなり
ます。

Q.14 飼料が暫定許容値を下回っているこ
とは、どのようにしたら分かりますか。

A.14 粗飼料については、どの時期に、ど
の地域で、どのように生産されたものか確
認し、放射性セシウムの状況については県
にお問い合わせください。配合飼料につい
ては、適切に製造管理された飼料であるこ
とを飼料販売業者に確認することで把握で
きます。
上記の確認ができれば、必ずしも飼料を

分析する必要はありませんが、分析機関を
お探しの方は、農林水産省のホームページ
「輸出食品等に対する放射性物質に関する
検査の実施機関について」（http://www.
maff.go.jp/e/export/houshanou.html）の
国内検査機関一覧をご参照ください。

Q.15 家畜に与えて良い飼料とはどんな飼
料ですか。

A.15 例えば、以下の⑴～⑸の飼料を給与
してください。
⑴原発事故前から、屋内に保管したり、飼
料タンクやラップ等で密閉保管したりす
るなど粉じん等がかからないように管理
されていた飼料

⑵県が利用可能としている地域の牧草、飼
料作物、農作物の副産物（稲ワラ等）

⑶県が利用可能としている地域での放牧
（放牧草）
⑷北海道や西日本などで生産された牧草、
飼料作物、農作物の副産物（稲ワラ等）
や輸入飼料等

⑸適切に製造・管理された配合飼料および
混合飼料
なお、畜産農家が自家配合する場合には、
配合された飼料が暫定許容値を超えないよ
うに、使用する国産単味飼料等の放射性セ
シウムの状況を確認してください。

Q.16 家畜に与えてはいけない飼料とはど
んな飼料ですか。

A.16 例えば、①原発事故後、屋外に放置
されるなど放射性セシウムに汚染されてい
るおそれのある飼料や農作物の副産物（稲
ワラ等）、②放射性セシウムに暫定許容値
を超えて汚染された飼料や敷料等と分別さ
れていない飼料は与えないでください。

Q.17 配合飼料は、原子力発電所事故の影
響のない輸入原料が主体ですが、暫定許容
値を設定したのはなぜですか。

A.17 国内で流通している配合飼料は、輸
入された原料やこれらの原料を加工したも
のを主体として製造されていることから、
適切に管理されている限り、放射性物質に
曝される可能性はほとんどありません。平
成２３年以降国内で生産される米ヌカやフス
マ等の飼料原料が配合飼料の原料として利
用されることから、これらの原料を使用す
る場合の品質管理の指標として飼料の放射
性セシウムの暫定許容値を設定しています。
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［平成24年1月］

（表１）肥育牛補塡金の単価の算定 単位：円／頭
区 分 肉専用種 交 雑 種 乳 用 種

平均粗収益 A ７６４，３２０ ４４１，４５５ ２１１，１２８
平均生産費 B ８５１，２１９ ６３０，５８２ ３６１，３８８
差額 C＝A－B △ ８６，８９９ △ １８９，１２７ △ １５０，２６０
補塡金単価 C╳ ０．８ ６９，５００ １５１，３００ １２０，２００
注：１００円未満切り捨て

１頭当たりの肥育牛補塡金単価

牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセシウム検出に関する緊急対応策のうち肥育経営の
支援対策として、肉用牛肥育経営安定特別対策事業の平成２３年度第２～４四半期（７月～３月）
の補塡金について、月ごとに支払う方式とします。
平成２４年１月に販売された交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業

実施要綱第５の６の⑽のアの()アの肥育牛補塡金の単価については、表１の通り公表しました。
また、補塡金の支払いは、３月下旬に行うこととしています。
なお、青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、千葉県、長野県、新潟県、宮崎県、

熊本県および鹿児島県については、平成２４年１月に販売された生産者積立金の納付が免除された
交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要綱附則１０、１９および２２
の肥育牛補塡金の単価について、表２の通り公表しました。

（表２）肥育牛補塡金単価
（生産者積立金の納付が免除された交付対象の契約肥育牛）
肉専用種 交 雑 種 乳 用 種
５２，１００円 １１３，４００円 ９０，１００円

注：補塡金交付額に見合う財源を確保できない場合、肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン事業）同様に、
上記補塡金単価を減額することがあります。

○ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要網（抜粋）
第５の６の⑽のアの()イ
県団体は、肥育安定基金の全額を取り崩してもなお支払うべき肥育牛補塡金の額に不足が生じる場

合は、理事長の承認を受けて、補塡金単価を減額することができるものとする。

（（独独））農農畜畜産産業業振振興興機機構構かかららののおお知知ららせせ

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（新マルキン事業）
の肥育牛補塡金単価について
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1 母子分離型制限哺育法

2 哺乳ロボット用自動開閉ドア

群馬県吾妻肉牛繁殖センターでは、基本的に全ての飼養ステージで群管理を実施していま
す。生まれた子牛は、２１日齢までは母牛と単房で飼育しますが、その後は、母子分離型制限
哺育法を取り入れています。また、増体の少ない子牛の場合は、母牛の泌乳量が少ない可能
性があるため、哺乳ロボットを活用しますが、哺乳中に他の子牛に股間を頭突きされたり、
柵から押し出されたりして、必要量を落ち着いて飲むことができないことがあります。
そこで、安心して哺乳できるように哺乳ロボット用自動開閉ドアを開発しましたので、紹

介します。

この方法は、繁殖和牛の群飼育哺育において、母子を分離し、１日のうち数回だけ哺乳さ
せるものです。当センターでの実施状況と特徴は、次の通りです。
⑴母牛飼育場所の隣に子牛の飼育場所を設け、生後２～３週齢以降母牛から分離し、仕切り
板（引戸）の開閉により１日朝夕各３０分間だけ母牛飼育場所で哺乳させています。

⑵制限哺育による子牛の発育は、自然哺乳に比べ良好な成績を確保できるようです。これは、
母牛群からの疾病感染の機会が減少し、子牛の哺乳・ふん便等個体観察が容易になるので
疾病の発見が早まり、健康状態が向上するためと思われます。

⑶制限哺育の開始時期は、生後２週齢よりも子牛のストレス抵抗力がつく生後３週齢以降が
適当です。

哺乳ロボットは、子牛に自動で哺乳する装置です。識別センサーにより個体ごとに授乳量
等を設定でき、１台で約２０頭程度まで哺乳が可能であり、大規模飼養農家を中心に県内でも
導入されています。哺乳ロボットは、柵の中で一頭ずつ哺乳する構造になっていますが、待
ちきれない他の子牛から妨害されないように、哺乳ロボット用自動開閉ドアを開発しました。
その構造と特徴は、次の通りです。
⑴哺乳のため子牛が柵内に入り踏み板の上に乗ると後ろのドアが閉まり、哺乳終了後は子牛
が後ろに下がることで自動的にドアが開く仕組みになっています（図）。

⑵自動開閉ドアには、内外両開きの自由ちょうつがいを使用し、常に開く状態であるため、
閉じ込められる心配はなく、子牛はすぐに馴れます。

安心ラクラク！哺乳ロボット用自動開閉ドア
群馬県畜産試験場 吾妻肉牛繁殖センター

●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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（図）仕組み

⑶材料は、単管、クランプ、コンパ
ネ、ちょうつがい等ホームセン
ター等で購入できるものを利用し
ているため、誰でも２～３万円程
度で製作することができます。

⑷このドアを設置することにより、
他の子牛に妨害されることなくス
ムーズに必要量を摂取することが
でき、子牛が非常に落ち着きまし
た。

問い合わせ先：吾妻肉牛繁殖センター TEL：０２７９－８７－２９１８

製作費用
材料 規格 単価 数量 金額

単管 １５０cm ４５０円／m ４本 ２，７００円
８０cm ４５０円／m ４本 １，４４０円
９０cm ４５０円／m ３本 １，２１５円
７０cm ４５０円／m ２本 ６３０円
１２０cm ４５０円／m ４本 ２，１６０円
１００cm ４５０円／m １本 ４５０円

コンパネ ４３cm×７５cm １，８００円／m２ １枚 ５８１円
１１０cm×３５ １，８００円／m２ １枚 ６９３円
１８０cm×３５ １，８００円／m２ １枚 １，１３４円
２８cm×８２ １，８００円／m２ １枚 ４１３円

クランプ 普通 ２００円／個 ２５個 ５，０００円
取り付け用 ３００円／個 ２個 ６００円

ちょうつが
い

普通 ５００円／枚組 ２個 ５００円
自由丁番 ２，５００円／枚組 ２個 ２，５００円

滑車 ３，５００円／個 １個 ３，５００円
その他 針金、テープ、留め金、スポンジ等 － ２，０００円

合計 ２５，５１６円

設置前。前の子牛の股間を頭突きしている。 設置後。柵の中で１頭ずつ哺乳できる。
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